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１ ⽬標の設定 
計画の枠組み 
 

（１）対象区域 
本計画の対象対象区域は、「清須市都市計画区域」である清須市全域 1,735ha とする。 
 

（２）⽬標年次 
本計画の⽬標年次は、清須市第３次総合計画と合わせ、2034（令和 16）年とする。 

   
   

 
 
 
 
 
 
 

図 清須市上位計画 ⽬標年次 
 

（３）将来⼈⼝フレーム 
本計画の将来⼈⼝は、都市計画マスタープラン（R7 部分改定）における 2034（令和 16）

年の将来⼈⼝推計に基づき⼈⼝フレームを約 70,000 ⼈と設定する。 
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⽬標値の設定根拠 
 

本計画の緑の将来像を実現するための成果⽬標として、以下の数値⽬標を設定する。 
 

基本⽅針① いのち はぐくむ みどりをつくる 
３つの河川を含む豊かな⽔と緑が持つ多様な機能を有するグリーンインフラを活⽤し、

⼈と⾃然が共⽣し、環境への負荷が⼩さく、⾃然災害にも強い緑のまちをつくります。 

【指標１】市全域の緑地⾯積 
・⾃然と共⽣するまちづくりを推進するにあたっては、都市公園等を整備するとともに、河

川や農地などの現存する⾃然の緑や社寺林などの緑地の保全が必要であることから、市全
域の緑地（施設緑地＋地域制緑地）の⾯積を⽬標値として設定する。 

指標 前計画策定時 
（2011） 

現況値 
（2024） 

⽬標値 
（2034） 

市全域の緑地⾯積 372.0ha 
(緑地率：21.5％) 

330.1ha 
(緑地率：19.0％) 

295ha 
(緑地率：約 17.0％) 

（考え⽅） 
・『清須市都市計画マスタープラン』では、「都市・農地共⽣ゾーン」に指定されている２つの

エリアが「住居ゾーン」または「⼯業ゾーン」へ転換する内容へ改定しているため、⼟地区
画整理事業等により失われる緑地⾯積を減じた上で、⺠間活⼒により新たに整備する⾯積
を加えて⽬標値を設定する。 

（⽬標値の設定案） 
    330.1ha − 約 42.0ha + 約 5.0ha + 約 1.0ha ＝ 約 294.1ha ≒ 295ha 

市全域の緑地⾯積（2024 年） 330.1ha 
⼟地区画整理事業等により減少する農地⾯積 − 約 42.0ha 
⼟地区画整理事業等で新たに整備する公園⾯積 ＋ 約 5.0ha 
新たな制度を活⽤して確保する⺠間施設緑地⾯積 ＋ 約 1.0ha 
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【指標２】防災・減災対策の満⾜度 
・⾃然災害にも対応できる安⼼、安全なまちの実現のため、公園等の防災・減災対策の満⾜度

を⽬標値として設定する。 

指標 現況値 
（2024） 

⽬標値 
（2034） 

防災・減災対策の市⺠満⾜度 26.8％ 50％ 

（⽬標値の設定案） 
    26.8％ ＋（57.7％÷2.0）＝ 26.8％ ＋ 28.9％ ＝ 55.7％ ≒ 50％ 

・2023 年度市⺠満⾜度調査において、「防災・減災対策の推進」に対する満⾜度は 26.8％（「満
⾜している」4.4％、「やや満⾜している」22.4％の合計）に対して、不満度は 12.5％（「や
や不満」9.3％、「不満」3.2％の合計）となっている。公園・緑地による防災・減災対策を
推進することで満⾜度を向上させることを⽬指し、「どちらでもない」と回答した 57.7％の
半数を「満⾜している」「やや満⾜している」に転換することとし、⽬標値を設定する。 
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基本⽅針② くらし はぐくむ みどりをつくる 

清洲城や朝⽇遺跡などの歴史に⽀えられた緑を⼤切にし、誰もが快適に暮らせる、地域全体
が魅⼒にあふれる緑のまちをつくります。 

【指標３】市⺠⼀⼈あたりの都市公園及び都市公園等の⾯積 
・市⺠の多様なニーズに対応し、住みたい・住み続けたいまちの実現のため、都市公園や緑地

の整備を促進するため、市⺠⼀⼈あたりの都市公園及び都市公園等の整備⾯積を⽬標とし
て設定する。 

指標 現況値 
（2024） 

⽬標値 
（2034） 参考値※ ３ 

市⺠⼀⼈あたりの都市公園⾯積 3.7 ㎡/⼈ 
（25.6ha）  

4.5 ㎡/⼈ 
（31.6ha）  

3.7 ㎡/⼈ 
（25.6ha）  

市⺠⼀⼈あたりの都市公園等⾯積※ １ 8.0 ㎡/⼈ 
（54.9ha）  

8.7 ㎡/⼈ 
（60.9ha）  

7.8 ㎡/⼈ 
（54.9ha）  

⼈⼝ 68,686 ⼈※２ 70,000 ⼈  70,000 ⼈  
 ※１：都市公園等⾯積は、都市公園と公共施設緑地の合計⾯積 
 ※２：⼈⼝は、2024 年４⽉１⽇時点の⼈⼝（68,686 ⼈）で算出 
 ※３：参考値は、現況の整備⾯積で、将来推計⼈⼝を除した値 

（考え⽅） 
・都市計画公園・緑地の未整備区域の整備と、都市計画マスタープランで想定されている宅地

開発に伴う緑地整備⾯積を加えて⽬標値を設定する。 

（⽬標値の設定案） 
    25.6ha ＋ 1.0ha ＋ 5.0ha ＝ 31.6ha 

都市公園⾯積（2024 年） 25.6ha 
⼟地区画整理事業等で新たに整備する公園⾯積 −約 1.0ha 
都市計画公園の未整備⾯積のうち、整備完了を⽬指す⾯積 ＋約 5.0ha 

 
  
 参考：市⺠⼀⼈あたりの都市公園⾯積別の都市公園の整備⾯積 

 
市⺠⼀⼈あたりの都市公園⾯積 

4.0 ㎡/⼈ 5.0 ㎡/⼈ 6.0 ㎡/⼈  7.0 ㎡/⼈  8.0 ㎡/⼈  

都市公園の整備⾯積 28.0 ha 35.0 ha 42.0 ha 49.0 ha 56.0 ha 

整備が必要な公園⾯積 2.4 ha 9.4 ha 16.4 ha 23.4 ha 30.4 ha 
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【指標４】公園等の維持管理の満⾜度 
・現在ある公園や緑地の維持管理の質を⾼め、住⺠の満⾜度の向上を図る、公園等の維持管

理の満⾜度を⽬標値として設定する。 

指標 現況値 
（2024） 

⽬標値 
（2034） 

公園等の維持管理の満⾜度 15.8％ 45％ 

（考え⽅） 
・市⺠アンケート調査より「公園や緑地の維持管理」の評価を、数値⽬標として設定する。 

（⽬標値の設定案） 
   15.8％ ＋（57.1％÷2.0）＝ 15.8％ ＋ 28.6％ ＝ 44.4％ ≒ 45％ 

・本計画で実施した市⺠アンケート調査の結果において、公園等の維持管理に対する満⾜度
は 15.8％（「満⾜」3.5％、「やや満⾜」12.3％の合計）となっている。今後は、公園・緑地
を整備するだけでなく、適正に維持管理していくことが必要であるため、「普通」と回答し
た 57.2％の半数を「満⾜」「やや満⾜」に近づけることを⽬指すこととし、⽬標値を設定す
る。 
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基本⽅針③ こころ はぐくむ みどりをつくる 
誰もが健やかに暮らし、⼦どもたちの成⻑を地域で⾒守る環境づくりを通して、誰もが

笑顔でいっぱいになる緑のまちをつくります。 

【指標５】緑の活動に参加する市⺠の割合 
・持続可能な緑のまちづくりのため、緑に対する活動への意欲向上を図るため、緑に関する

活動に対する参加意欲を⽬標として設定する。 

指標 現況値 
（2024） 

⽬標値 
（2034） 

緑の活動の継続意向 33.6％ 45％ 

（考え⽅） 
・市⺠アンケート調査より「緑を守り、増やす活動についての今後の継続意向や参⼊意欲」の

回答を、数値⽬標として設定する。 

（⽬標値の設定案） 
 33.6％ ＋（20.8％÷2）＝ 33.6％ ＋ 10.4％ ＝ 44.0％ ≒ 45％ 

・本計画で実施した市⺠アンケート調査の結果において、緑に関する活動について「今後も活
動を続けたい」と回答した割合は 33.6％、「新たに活動を始めてみたい」と回答した割合は
20.8％となっている。緑に関する活動に参加する市⺠を増やすため、「新たに活動を始めてみ
たい」と回答した 20.8％の半数が活動に参加することを⽬指し、⽬標値を設定する。 
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【指標６】都市公園を利⽤したイベント等の実施件数 
・緑の空間を活⽤した⼈や地域のつながりの拡充を⽬指し、都市公園を利⽤して⾏う地域の

活動、イベントのため、⾏為許可が承諾された件数を⽬標として設定する。 

指標 現況値 
（2024） 

⽬標値 
（2034） 

都市公園⾏為許可件数 62 件 100 件 

（考え⽅） 
・過去 10 年間の年ごとの都市公園⾏為許可件数を把握し、10 年後の許可件数を⽬標値として

設定する。 
・公園を利⽤した活動、イベントのため都市公園⾏為許可を申請し、承認を得た件数を指標と

する。 

（⽬標値の設定案） 
    62 件 ＋ 40 件 ＝ 102 件 ≒ 100 件 

・地域の活動やイベント実施のため都市公園⾏為許可を出した件数は、2015 年から年々増加傾
向となっており、直近の５年間（2020-2024）では 20 件増加している。今後も市⺠による公
園を利⽤した活動、イベントを拡充させていくため、都市公園⾏為許可件数を 10 年間で 40
件伸ばすことを⽬指し、⽬標値を設定する。 

 
参考：直近 10 年間の都市公園⾏為許可数※ 

指標 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

都市公園⾏為
許可件数 9 件 8 件 13 件 17 件 55 件 42 件 46 件 60 件 71 件 62 件 

(はるひ 夢の森 公 園) − − − − (13 件) (8 件) (12 件) (19 件) (15 件) (9 件) 
 ※保存期限の問題により、2015 年-2018 年は「はるひ夢の森公園」の⾏為許可件数を除く。 
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２ 緑に関する施策の整理 
施策の達成度評価の変更 
 

施策の達成度評価の第１回策定委員会からの変更点を以下に⽰す。 
※変更箇所 

基本
⽅針 主要施策 取組状況と今後の課題 評価 

基
本
⽅
針
① 

時
を
つ
な
ぐ
緑
を
守
る 

施策１ 
歴史遺産の緑地 
の保全 

・清洲城⼀帯の緑化保全に努めており、今後も継続的な保全が必要。 B 
・⾙殻⼭⾙塚は県の「あいち朝⽇遺跡ミュージアム」と連携して活⽤。 A 
・美濃街道の景観形成の取組みとして、新川橋橋詰ポケットパークを整

備・五条橋左岸の緑化保全に努めている。今後はまちづくりと連携し
て景観形成⼿法の検討が必要。 

D→B 

施策２ 
⾃然環境の保全 

・⽔辺の⾃然の保全については、NPO や庄内川河川事務所等と連携し、
⼩学⽣の⾃然環境を学ぶ環境学習会を開催、⽔⽣⽣物調査等を実施。 A 

・流域間の交流促進として、⾃治体間で連携して河川環境に関わる活動は積
極的に⽀援している。今後も継続的な活動が必要。 Ｂ 

・多様な⽣物が暮らせる環境づくりとして、⽔⽣⽣物調査や⽔質調査等
を実施しているが、具体的な環境づくりの活動には⾄っていない。 D 

施策３ 
樹⽊・樹林地の 
保護 

・保存樹⽊や保存樹林地の指定はできてないが、「あいち森と緑づくり事
業」により公共施設や⺠間緑地の保護や啓発を実施。 B 

・樹⽊・樹林地を保護する仕組みづくりはできてないため、社寺林や屋
敷林等を調査し、保護すべき樹⽊・樹林地の保全⼿法の検討が必要。 D 

・樹⽊・樹林地に親しむ機会として、庄内川⽔防センターの朝市等におい
て、間伐材等を利⽤した環境学習や⼯作を実施。今後も継続が必要。 A 

施策４ 
農地の保全 

・今ある農地を守るため、⽣産緑地の追加指定の検討を⾏ったが、追加
指定しない⽅針となり、農地の買取りの実績もない。 D 

・農地が持つ緑の景観を保全するため、農地転⽤の際は、周辺農地への
影響を市農業委員とともに、意⾒交換に努めている。 B 

・農業⽂化を継承するため、市⺠農園・レジャー農園をより使いやすく
するため、各農園の通路を整備している。 B 

基
本
⽅
針
② 

活
気
あ
ふ
れ
る
緑
を
創
る 

施策５ 
⽔辺空間の整備 

・⾃然を活かした庄内川の緑地整備として、⽔辺の散策路の整備完了。 A 
・新川の⽔辺空間整備として、河川環境美化推進協議会の活動を⽀援。 A 
・五条川の河川整備として⽔辺の散策路を整備。 B 

施策６ 
公園緑地の整備 

・公園緑地を整備するため、区画整理事業の公園や未整備公園を整備。 B 
・防災パーゴラ、かまどベンチなどの防災機能を有する施設を市内の３

箇所の公園に整備。 D→B 

・地域ニーズを反映した公園再整備を進めており、今後も継続的に実施。 A 

施策７ 
公園緑地の適正な 
維持管理 

・地域による公園緑地の維持管理として、⾃治会による管理を実施。 Ｂ 
・公園施設の適正な管理・改修は⻑寿命化計画に基づき計画的に実施。 Ｂ 
・緑の再利⽤は、⻄枇杷島緑地での除草の堆肥化を実施しており、今後

も全市的な取組を推進することが必要。 D→B 

施策８ 
公共施設の緑化の 
充実 

・先導的な緑化推進としてクリーンエネルギー導⼊や緑のカーテンを推
進。今後も地球温暖化対策実⾏計画と連携してまちづくり GX を推進。 B 

・学校等の公共施設緑化として、学校内の花壇、ビオトープ整備を推進。 B 

施策９ 
駅周辺の緑化の 
充実 

・駅周辺の緑化として、新清洲駅北⼟地区画整理事業で整備した駅前広場
及び都計道に植樹帯を整備。今後もまちづくりと連携した緑化が必要。 Ａ 

・新清洲駅前のロータリーの市⺠協働による植栽帯管理を実施。今後も
まちづくりと連携した市⺠参加⼿法の検討が必要。 Ｄ→B 

施策 10 
遊休農地の活⽤ 

・遊休農地を活⽤した農業体験として、市内の農地を市⺠農園などのた
めに借⽤し、希望者に貸し出している。 B 

・遊休農地を活⽤した景観形成については、遊休農地の増加⾯積が著し
く多く、市⺠協働で活⽤できる⾒込みがなく、⼿法の検討が必要。 D 

【達成度評価】A：実施済み、B：⼀部実施・事業中、C：計画中・検討中、D：未実施・未検討 

２-１ 
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基本
⽅針 主要施策 取組状況と今後の課題 評価 

基
本
⽅
針
③ 

ま
ち
を
つ
な
ぐ
緑
を
創
る 

施策 11 
⽔辺の散策路の 
整備 

・⾃然環境あふれる庄内川の散策路整備を実施して完了。 Ａ 
・新川の散策路整備を実施して完了。 Ｄ→A 
・五条川の散策路整備は完了し、⽔辺の散策路として利⽤されている。 Ａ 
・散策路の利⽤を促進する取組として、案内板整備や河川環境美化活動

を⽀援。市内３河川の散策路を活⽤したウォーキング⼤会「清須ウオ
ーク」を開催。清洲城周辺のレンタサイクル事業を、令和 7 年以降に
市内周遊型観光に拡⼤し、レンタサイクル基地局を増設予定。 

A 

施策 12 
歴史のネットワー
クの整備 

・歴史遺産をつなぐルートの整備として、清洲城とあいち朝⽇遺跡ミュ
ージアムをつなぐ遊歩道を整備。 Ａ 

・美濃街道沿道の緑化推進は取組みができていないが、地域間の交流促
進として、ガイドボランティアによる活動を継続して実施中。 B 

施策 13 
コミュニティ道路
等の整備 

・緑あふれる道づくりは、具体的な取組みがなく、今後の検討が必要。 Ｄ 
・⼈にやさしい道づくりとして開⽔路暗渠化による歩道整備等を実施。 B 
・災害に強い道づくりとして、ブロック塀撤去の⽀援などを実施。 B 

施策 14 
街路樹の適正な維
持管理 

・街路樹の適正な維持管理について、樹⽊剪定等を実施、アダプト・プ
ログラム活動団体と協働による除草、草花の⼿⼊れ等を実施。 A 

・計画的な街路樹の更新はできてなく、ガイドライン等の作成が必要。 D 

基
本
⽅
針
④ 
緑
を
育
て
る
⼈
を
創
る 

施策 15 
緑の学習活動 
・啓発事業の推進 

・緑に関する⼈材育成は講座などの開催実績は無く、⼿法の検討が必要。 D 
・⼦どもたちへの緑の環境学習活動として、⼩学校内のビオトープ整備

の実施や、庄内川での NPO 主催の環境学習を実施。今後も継続必要。 A 

施策 16 
市⺠協働による緑
化の推進 

・アダプトの輪を広げ参加者間の交流促進のため、市 HP や広報誌にて
情報発信や協⼒団体の募集、意⾒交換会を実施。今後も継続的に実施。 B 

・ボランティアによる緑化活動を⽀援するため、毎年活動資材を配布。 B 

施策 17 
植栽活動の推進 

・企業敷地において、あいち森と緑づくり事業を活⽤し、植栽活動がで
きる場の情報提供、緑のまちづくりに参加する機会を提供。 A 

・⼩中学校で「カワラナデシコ」の苗を配布し、花に接する機会を提供。 A 
・市の⽊、花の普及促進として、緑の基⾦を活⽤した苗⽊配布を実施。 A 
・庄内川流域⾃治体と連携した環境学習実施により流域間交流を推進。 A 

施策 18 
⺠間活⼒を利⽤し
た緑化の推進 

・事業者の緑化の取組みに対する積極的な⽀援ができていない。 D 
・開発等に関する指導要綱に基づく事業者や⼯場の緑化推進に留まって

おり、壁⾯緑化、屋上緑化の推奨など積極的な緑化推進はできてない。 D 

・道路緑化の推進に関する具体的な取組はなし。推進⽅法の検討が必要。 D 
施策 19 
緑化指導の推進 

・開発に伴う緑化指導の実施、⽤途地域の緩和に併せ、地区計画を策定
し、その地区に応じて適正に⼟地利⽤が図られるよう誘導を実施。 B 

施策 20 
緑化活動への⽀援 

・市 HP や広報誌にて、活動内容の周知や美化ボランティア会員の募集
を⾏い、緑化活動の促進に向けた情報提供を推進。 B 

・アダプト・プラグラム活動団体間の情報共有を毎年１回実施し、緑化
活動を推進するための⽀援を実施。 B 

・国・県などとの連携協⼒による緑化活動を推進するため、補助⾦の確
保に向け調整を実施。 Ｂ 

・緑化活動に携わる環境整備については具体的な取組なし。 D 

施策21 
緑の情報発信と 
共有 

・アダプト・プラグラム活動団体間の情報共有を毎年１回実施し、緑化
活動の輪を広める情報を提供。 B 

・みずとぴぁ庄内における花の開花状況などを市ＨＰにて情報提供を実
施し、緑の関⼼を⾼める情報を提供。 A 

・緑の魅⼒についての情報提供の具体的な取組はなし。 D 
【達成度評価】A：実施済み、B：⼀部実施・事業中、C：計画中・検討中、D：未実施・未検討 
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施策の⽅向性および取り組み内容（１/３） 
 

  

２-２ 

【継続】：前計画から施策の⽅針および取組みを継続する項⽬ 【更新】：前計画から継続する施策の⽅針に、新たな取組みを追加する項⽬ 【新規】：本計画で新たな施策の⽅針、取組みをする項⽬ 
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